
都道府県による専任教員再教育事業について  

○看護職員資質向上推進事業の実施について 〈抜粋〉  

（平1卜6・11健政発696）  

最終改正 平18・1・18医政発0118004  

厚生省健康政策局長から各都道府県知事宛  

別添  看護職員資質向上推進事業実施要綱  

1 目的  

この事業は、近年の少子高齢化の進展や疾病稲造の変化による医療の高度化・専門分化に  

対応し、国民の要望に応じることができる資質の高い看護職員の確保に資することを目的とす  

る。   

2 事業の内容  

（1）専任教員再教育功：業  

前言馴哉員養成については、医痛の高度化・専門分化に対応できるよう、その教育内容の  

向上を図るため、逐次カリキュラム改正等が行われているところであり、腎質の高い看誰  

るため   

（2）石誰教＝等養成・ト業  

医療のlけ度化・＼眉‖一分化に対応するため、看護師等養成所のカリキュラム改正等が逐次  

行われ、叫：任教‖配fr－－たの充実や実習場所の拡大等により教育内容の向上が図られていると  

ころであり、その1i，．月別こ対応するため、看護教員養成講習会及び実習指導者講習会をりトl催  
し、二丘灘教＝等の確保と澤門の向上を図る。   

（3）存，源賊貝臨床技能向上推進事、だ  

指癌自勺立J捌こ立つ熟練した着適職吏及び実務経軟五年以上の中堅二右・誰職員に対し、 各々  

の段階に応じた研修を実施し、中門性のl㍍し、石・護職員の育成を重点的に促進する。  

3 事業の実施  

ホ業の実施については、－、ソニ任教員再教育車業は別紙1、看護職貝臨床技能向上推進・紅葉は  

別紙2、石．組数員等養成■l撲は、厚生省腱煉政牒局長通知（平成10年3月4日付雌改発節  

241号「看誠教員養成講習会実施要納について（通知）」及び平成6年10月31日付保改発  
第783号「都道府県保腱鋸助産鋸宥誰婦実習指導者講習会の開備について」）によることを  

展本として、地域の1帖－fに合わせた実施体制を柵立する。  

4 実施主体  

者誹Ir阻ま醤質向上推進－j〔業の実施主体は都道府県とする。（ただし、2の（3）に定める7ハニ   

業のうち、看適職員山号Ij分野研修の実施主体については都道府県及び卑二生労働大臣が認める者  

とする。）  

また、市業の目的の達成のために必要があるときは、都道府県は事業を関係団体に委託する  

ことができる。  

5 国の補助  

国は、予鈴の範囲内で、看言馴J振員貸賃向上推進姉業に要する経珊について別に定める基準に   

より、補助するものとする。  
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（別紙1）  

専任教員再教育事業の実施について   

1 目的   

看護職員養成については、医療の高度化・専門分化に対応するため、その教育内容の向上を図   

ることが重要であり、逐次カリキュラム改正等が行われているところである。  

このため、既に専任教員として従事している者については、自己研鎮に努められているところ   

と思料されるが、時間的な制限等により必ずしも十分なものとはなっていないと考えられる。  

このような状況から、専任教員に再教育研修を実施し、看護教員の資質の向上を図る。  

2 実施方法  

1回当たり5～10日間程度  

年3回程度  

1回当たり35人程度  
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3 研修会の内容（例）  

（1）看誰教育内容の向上  

ア 在宅医姥の推進と看護（効果的な退院指専と在宅市議）  

イ 在院期間短縮に効果のあるクリティカルパスの活用  

ウ インフォームド・コンセントの方法  

工 院内感染（MRSA、VRE）の防止  

オ チームケア（福祉車菜との連胱）  

カ セルフケア能力の向上（予防）  

キ 看護倫理  

ク 医療安全  

（2）看護教育方法の向上  

ア 魅力ある看逓教育（少子化・高学僧志向）  

イ 自己学習能力の向上  

り 教育教材の工夫（パソコンや視聴党教材の活用）  
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平成20年度 専任教員再教育事業  

都道  
府県   

会場   講師数  受講者数   事業内容   

1フィジカルアセスメント  

青森  1回  5日  弘前学院大学   9人   17人  ・医療安全  
・災害看護   

定員  
・災害看護■統合分野への対応  

・医療コミュニケーションをどう教えるか  
①②各40人    ・看護教育能力の獲得（ポートフォノオの活用）  

岩手  2回  （D4日 ②2日  岩手県看護研修センター   ①8人 ②4人              受講者数  

・医療・看護政策の今を知る  
・看護管理の本質  

①②計実67人 （延223人）    ・看護の動向  

・終末期看護過程の展開方法   

①2日  ふ〈しま中町会館   ①2人  ①114人  ・カリキュラム改正を踏まえた効果的な実習指導  
福島  2回              ②1日  杉妻会館   ②1人   ②32人  ・災害看護及び国際看護の教育展開の基本   

創業・ベンチャー支援セン  
①1日  ①1人  

①53人 ②21人  

埼玉  3回   ②9日間  ②1人  
③59人   

③1日  授業のデザインとリフレクション ・災害看讃の基礎、トリアージに関する講義・演習   

神奈Jll  2回  ①4日  神奈川県立保健福祉大学実  ①1人   
①35人  （力授某における教材研究  

②1人   ②35人  ②学生の自己理解と成長につなげる実習計画   

新潟  2回  ①5日  新潟ユニゾンプラザ他   
①1人   ①11人  ・人を市てるコーチング  
②1人   ②12人  ■実習指導の展聞と評価   

①1日  
・カウンセリングを通しての学生理解と指導  

②1日  
①1人  

①84人 21人  

冨山  5回    ③3日  
②1人  

② ③65人  
③1人  

④2日  
④46人  

④1人  
35人  

⑤2日   ⑤1人  
⑤  

①臨地での学習支援とコミニュケーション数百」（講義）  

「科目・単元の構築他」  
「新カリキュラムを踏まえた看護技術数百の考え  
方と教育実践」（講義）  

県立看護専門学校   ①36人、8人、 28人 
（か1日×4 1日×2  

福井  3回   ② ③1日×4  
①2人 ②2人  

③2人  

武言簑護専門学校  ③39人、41人、 8人 
、20人  

「成人看護学における技術教育他」  
「老年看護学における看護技術教育」  
「研究指導」   

①5日  愛知県立総合看護専門学校  ①1人   ①35人  ・授業リフレクション研修  
愛知  2回              ②5日  （愛知県看護研修センター）  ②2人   ②35人  ・WEB研修   

（力新人の専任教員研修  

・看護教育制度とカリキュラム  
・魅力ある臨地実習指導  
・看護教員に求められる人間関係■危機管理  

②中堅の専任教員研修  
各専門分野からテーマを選択し、施設を決定し実務研修  

（D兵庫県看護協会   
を実施  

①3人   ①35人  
・揺和ケア  

（D3日                    ③   ′′  ・粒子線治療  
兵庫  3回                                ②5日  ②延40人  ・小児看護  

③5日  ②病院  ③5人   ③40人  ・災害看護  

訪問者護ステーション  ・訪問看護  
（∋すべての専任教員研修  

・医療安全（RCA分析）  
・看護基礎教育における災害看護教育方法  
・基礎看護技術の強化  
・フィジカルアセスメントの教育方法  
・学生の統合力を育てるには  



都道  
府県   

会場   講師数  受講者数   事業内容   

・新カリキュラムに関すること  
・教育概要および学生指導について  
・学校管理・運営について  
・自己点検・自己評価について  

（D4日  
・フィジカルアセスメントについて  

和歌山  2回   ②3日   ②県立なぎ看護学校   
①9人  ①41人        ・運動器系のアセスメントについて  

②3人  ②30人        ・看護アセスメントについて  

・看護教育内容の向上：カウンセリング理論と技法について  
・看護教育方法の向上：現在の若者の特徴について、学生  
への効果的な介入について   

・医療安全への教育（教育の必要性、現状と課題・事  

熊本県庁  
例からの学習）  

熊本  2回   ①5日   熊本県立大学  
①10人  ①30人    ・看護基礎教育力リキュラム改正に伴う内容（コミュニ  

熊本保健科学大学            ②5日  
②10人  ②80人  ケーションスキルの向上、フィジカルアセスメントについて）  

※②は、プログラム内容に応じ施設の実習指導者と合同  
（実習指導者延201人）   

鹿児島  2回  （D5日 ②5日  鹿児島県教職員互助会組合 会館  （D6～8人 （∋6～8人  ①35人 ②35人  看護教育の内容や方法の向上に向けたテーマ   

（講義）  

看護実践能力育成のための看護技術の教西方法  
「看護技術力向上に向けた授業案践」  

（講義・演習）  

講義：3日  1．フィジカルアセスメントの数百万法  
講義：99～59人 演習：95人  

沖縄  4回   演習：40h  2人  

発表：6h   発表：72人  

2．看護技術教育における授業の考え方  
3．看護技術の授業試案作成   
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福村参考人 資料  

第4匝】今後の看護教員のあり方に関する検討会  

平成21年9月3日（木）   



5年一貫校における  

看護教員の継続教育のあり方   

千葉県立幕張総合高等学校  

看護科■専攻科 教諭 福村知加子  

■県教育委員会による悉皆研修  

■教員免許更新のための研修  

■県内の高校看護科で組織する教育研究会  

（看護部会）  

．校内の学習指導部や教科による研藤  

一産業教育等に関する指導者向け研修  

■個人研修（教育関係、看護関係）  

■校内指導者、管理者を養成する研修   



継続教育の現状  
悉皆研修①】   【2 教育委員会による   

教員は教職経験及び各ライフステージに応  

じて学校で担う役割が異なるため、各段階に  

おいて必要な資質能力を備えなければなら  

ない。そのため、初任、中堅、管理職の段階  

に分けて研修が体系化され実施されている。  

継続教育の現状  

【2 教育委員会による悉皆研修②】  

■初任者研修（法定研修）  

新規採用された教員に対して採用の  

日から1年間、実践的指導力と使命  
感を養うとともに、幅広い知見を得る  
ため、学級や教科・科目を担当しな  
がら実践的な研修を行う。   



継続教育の現状  

【2 教育委員会による悉皆研修③】  

■5年経験者研修  

教職経験5年の前期層教員を対象に、  

学級経営、学習指導及び生徒指導等  

に関する研修を実施し、実践的指導  

力の育成及び向上を図る。  

継続教育の現状  

【2教育委員会による悉皆研修④】  

■10年経験者研修（法定研修）  

個々の教員の能力、適性等に応じ  

た研修を実施することにより、教科  

指導、生徒指導等、指導力の向上  

や得意分野づくりを促すことをねら  

いとしている。   



継続教育の現状  

【3 免許更新のための研修】  

10年ごとに最新の知識技能を身に付け、  

教員として必要な資質能力を保持すること  

がねらいとなっている。研修を受けなけれ  

ば教員免許を更新できない。  

継続教育の現状  

千葉県高等学校教育研究会看護部会】  

il年に2回開催  

1研究授業、教材研究  

【カリキュラム研究  

■国家試験対策  

一指導資料の作成  

一時事の新たな教育内容に関する講習   



ー学習指導部  

シラバス、年間授業計画、 

授業研究、授業アンケート  

ー 看護科・専攻科  

シラバス、年間授業計画、研究授業  

チーム・ティーチングによる授業研究  

実習手引きの作成  

臨地実習の結果を情報交換し、授業にフィード／〈ック  

継続教育の現状  

【6産業教育に関する指導者向け研修】  

■ 独立行政法人教員研修センター  

産業・情報技術等指導者養成研修  

海外派遣研修  

■ 全国看護高等学校長協会関係  

全国看護高等学校研究協議大会  

看護高等学校研究協議会  

高等学校看護教育研究会  

■  日本看護学校協議会  

学会  

教育研修会、教務主任会議   



継続教育の現状  
【7 個人の希望による研修①】  

←総合教育センターの研修  

長期：数ヶ月～1年間  

医療現場、民間企業、大学など  

短期：1～数日  

教科指導、生徒指導、進路指導  

特別支援、IT活用、人権教育  

教育相談など  

継続教育の現状  

【7 個人の希望による研修②】  

■看護協会（全国・都道府県）  

■ 看護学会  

■各教員専門領域の現場研修  

■各教員の出身校の卒後研修  

■国立保健医療科学院（医療安全など）  

－その他   



継続教育の現状  
8 学校指導者、管理者を養成する研修】  

■独立行政法人教員研修センター  

中堅教員研修  

校長・教頭等研修  

指導者養成研修  

教育課題研修指導者の海外派遣プログラム  

■県教育委員会  

生徒指導主事研修   

新任教務主任研修  

教頭・校長研修  

継続教育の現状  

【9 研修の受け方】  

■ 看護教員全員が対象となり、定期的に行う研修  

県内看護部会、校内学習指導部・教科   

■ 定められた時期に必ず行う研修  

初任者、5年経験者、10年経験者、免許更新時   

■ 推薦または人数制限のため順番に受ける研修  

少ない場合2～3年に1種類、多い場合毎年1～2種類  

産業教育等に関する指導者向け研修   

■ 個人が計画的に行う研修  

各自で申込み、毎年1つ以上受けている   

一 校内の役割に応じて受ける研修  

指導者、管理者向け研修   



継続教育の現状  
【10 研修のつながり】  

一 高校教育  

悉皆研修、総合教育センター  

教員研修センター など  

一  看護教育  

校長協会、指導者養成講習  
看護学校協会  

■ 看護専門領域  

学会、看護協会、医療現場  

ー その他  

継続教育の現状  

【11まとめ】  
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医療現場における研修  

現在は長期休業中や実習前の現場研修の機会しか確保できない状  

況にある。どの教員も専門領域の現場経験は一定期間毎に必要と  

しているので、少なくとも3～4か月または1年間等のまとまった期間  

の研修の機会を確保していきたい。  

■  

】新たな教育内容に関する研修   

看護教育のカリキュラムは短期間に大幅に変わってきているため、   

新たな教育内容を体系的に学ぶ機会を確保していきたい。  

研修中の代替教員  

日々の教育活動の中では実施できない長期研修は代替教員が得ら  

れなければ、研修を希望することも困難になるので、長期研修時に  

は代替教員を確保していきたい。   

l■  




